
                            

 

 

環境保護に関する南極条約議定書に基づき英国から送付された 

氷河下にあるエルスワース湖の調査提案に関する包括的環境影響評価書案の 

公表及び意見の募集について 

                        
 平成23年５月９日（月） 
 環境省自然環境局自然環境計画課 

（代表：03-3581-3351） 
（直通：03-5521-8274） 

   課  長 塚本 瑞天 （内6430） 
   課長補佐  高柳 威晴 （内6978） 
   担  当  長谷川修一 （内6978） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．今般、英国から送付された包括的環境影響評価書案の概要について 

 今般、英国政府から送付された、氷河下にあるエルスワース湖の調査提案に関する包括

的環境影響評価書案の概要は以下のとおりです。 

（１）表題 

  氷河下にあるエルスワース湖の調査提案に関する包括的環境影響評価書案 

（２）作成者 

  英国南極調査 

１．環境保護に関する南極条約議定書に基づく包括的環境評価書案について 

 環境保護に関する南極条約議定書（以下「議定書」という。）は、南極の環境並びにこ

れに依存し及び関連する生態系を包括的に保護するため、1991年に採択され、1998年に発

効しました。 

 議定書では、南極条約地域（南緯60度以南の地域）におけるすべての活動について、環

境への影響の程度に応じて環境評価を行うことが規定されており、活動の影響が軽微な又

は一時的な影響を上回るおそれがあると判断された場合には、包括的環境評価書を作成す

ることとされています。 

 包括的な環境評価書案を作成した場合、当該締約国は、議定書附属書Ⅰ第３条３に基づ

き、これを公表し、意見を求めるためにすべての締約国に送付することとされています。

送付を受けた締約国は、これを自国民に対して公表する義務を負う一方、評価書案を作成

した締約国に対して意見を送付することができます。 

 その後、各締約国からの意見、南極条約協議国会議環境保護委員会の助言及び南極条約

協議国会議（平成23年は６月にアルゼンチンで開催予定。）において提出された意見を反

映させた最終的な包括的環境影響評価書を作成した後、当該評価書に従い、実際の活動が

実施されることとなります。 

 我が国が加盟する環境保護に関する南極条約議定書では、同議定書締約国が南極地域

において環境影響が一定程度以上となるおそれのある活動を行おうとする場合に、包括

的な環境影響評価書の案を作成し、他の締約国に送付すること、また、送付を受けた締

約国は、これを公表し、自国民からの意見を収集することが定められています。 

 今般、英国政府から、新観測基地の建設及び運営に関する包括的環境影響評価書案が

送付されましたので、これを公表するとともに、当該評価書案に対する意見を募集しま

す。 



                            

 

 

（３）当該活動の目的 

南極氷底湖における生命体の存在起源、進化、保全の究明と古地球、西南極氷床の氷

河史の解明を行うもの。 

（４）環境影響評価の対象となる活動 

熱水ドリルを使用したドリルと氷床コアのサンプリング 

（５）環境影響評価の概要 

本活動については、環境に対する影響はほとんど皆無または一過性であり、予測され

る影響より厳しい予防または緩和策を実施することで、これらの活動の開始は十分に正

当化し得るものと結論。 

 

［御意見募集要項］ 

１．意見募集対象 

 氷河下にあるエルスワース湖の調査提案に関する包括的環境影響評価書案 

（※当該評価書案の原文（英語）及び日本語版概要（当省作成）はこちら。） 

 

２．意見募集期間 

 平成23年５月９日（月）～平成23年６月８日（水） 

 

３．意見提出方法 

（意見提出用紙）の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。 

（１）郵送 

（２）ファックス 

（３）電子メール 

 

（意見提出用紙） 

［宛先］環境省自然環境局自然環境計画課 あて 

［氏名］（企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名） 

［郵便番号・住所］ 

［電話番号］ 

［ファックス番号］ 

［意見］ 

 意見内容及び理由 

 ※基地の計画の実施に当たり、環境保護の観点から、留意すべき事項等を具体的 

  に記述してください。 

 ※使用言語は日本語又は英語のいずれかとして下さい。 

※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。 

 

４．意見提出先 

環境省自然環境局自然環境計画課 あて 

○郵送の場合 〒100－8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

○ファックスの場合 ０３－３５９１－３２２８ 

○電子メールの場合 antarctic@env.go.jp 

 



                            

 

 

（１）氷河下にあるエルスワース湖の調査提案に関する包括的環境影響評価書案 

 ○本文（pdf形式、2428Kb） 

 

（２）同評価書日本語概要版（環境省作成） 

 ○本文（pdf形式、326Kb） 

 


